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全日本デリバリー業安全運転協議会理事 様

「電話 de詐欺被害防止強化月間」の実施に関する御協力のお願い

秋涼の候、貴会におかれましては、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。また、

平素より警察活動各般にわたり、御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本年 7月 末現在、電話 de詐欺の状況につきましては、742件 。約 15億円の

被害が発生しており、前年同期と比較して被害総額は若千減少しているものの、件数は大

幅に増加する等依然として憂慮すべき状況であります。

このような状況を踏まえ、電話 de詐欺の被害に歯止めをかけるため、警察では 10月

を「電話 de詐欺被害防止強化月間」と定め、被害者の多くを占める高齢者の方はもとよ

り、社会全体が一致協力して被害防止に取り組む広報 。啓発活動を一層強力に推進してい

くこととしております。

つきましては、本取組の趣旨を御賢察の上、被害防止に向けて、貴会の御協力・御支援

を賜りたくお願い申し上げます。
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千葉県警察本部生活安全部生活安全総務課

犯罪抑止推進室対策第二係
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1‐ 1曇亀 電 冒厨

其の 1 はじめよう :固定電話機対策 !

留守番電話設定 。迷惑電話防止機器などを活用しましょう。
  く1タ

其の 2 ATMで の携帯電話の通話はしない 。させない !

ATMで還付金が戻つてくることはありません。

其の 3 家族と連絡を取り合おう :

家族の近況を知るとともに、もしもの連絡先を教えてあげよう。

鵬

帥
e詐欺手口についてチェックしましょう。
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被害に遭いやすい高齢者への声掛け

1 声掛けの対象者

・慌てていたり、落ち着きがない態度のお客様

。携帯電話を使用しながらATMを操作するお客様

・その他、業務活動等を通じて、高齢者と接する機会がありましたら、声掛けによ

る注意喚起をお願いいたします。

2 声掛けによる広報内容例

千葉県警察からのお願いで、現在、千葉県内では電話 de詐欺の被害が多く発生し

ているので、お声掛けさせて頂きました。

御自宅の電話に、警察、市役所、金融機関などの職員を名乗つて、お金やキャッシュ

カー ドの話しの電話はありませんでしたか。

このような電話があつた場合は詐欺なので、すぐに警察に連絡してください。

※ 上記の場合による他、被害の疑われる高齢者の方を見かけた際は、 110番通報、

または最寄りの警察署へ通報をお願いいたします。


